
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 配偶者が遺産分割前に亡くなった場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：母の相続が終わらないうちに、父が亡

くなりました。この場合、一時相続の配偶者

控除の取扱いは、どのようになりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになります。 

【解説】  

配偶者が、第一次相続にかかる遺産分割が

確定する前に死亡した場合の配偶者控除の取

扱いは、最初に亡くなった者にかかる相続、つ

まり第一次相続にかかる配偶者以外の共同相

続人とその後に亡くなった配偶者にかかる第

二次相続にかかる共同相続人とによって、第

一次相続にかかる遺産を分割し、その配偶者

が財産を取得したものとして確定させたもの

については、原則として配偶者控除の適用が

あるものとされています。 

これは、包括受遺者がいる場合も同様です。 

また、第一次相続にかかる被相続人の配偶者

が死亡した後、第一次相続により取得した財

産の全部又は一部が家庭裁判所における調停

又は審判に基づいて分割されている場合にお

いて、その審判等の中でその配偶者の具体的

相続分のみが金額又は割合によって示されて

いるにすぎないときであっても、その配偶者

の共同相続人又は包括受遺者の全員の合意に

よってその配偶者の具体的相続分に対応する

財産として特定させたものがあるときには、

配偶者控除の適用があることとなっています。 
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